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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】所定の場所に存在すべきユーザーが当該場所に
存在しない場合に当該ユーザーを自動的に誘導すること
ができるユーザー呼出しシステム、ユーザー呼出し方法
、及びユーザー呼出しプログラムを提供する。
【解決手段】所定の場所に存在すべきユーザーが当該場
所に存在しない場合にユーザーが所有する携帯通信端末
１０を通じてユーザーを呼び出すユーザー呼出しシステ
ム１において、ユーザー近傍に配置され、ユーザーを一
意に識別するユーザー識別子が対応づけられた信号を、
場所を含む所定の領域に発する信号発信部２００と、信
号の受信の有無を判断する受信判断部３００と、受信判
断部３００が信号を受信していないと判断した場合、携
帯通信端末１０を介し、ユーザーを場所に呼び出す呼出
し処理を実行する呼出し処理部３１０とを備える。
【選択図】図２



(2) JP 2016-103239 A 2016.6.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の場所に存在すべきユーザーが前記場所に存在しない場合に前記ユーザーが所有す
る携帯通信端末を通じて前記ユーザーを呼び出すユーザー呼出しシステムにおいて、
　前記ユーザー近傍に配置され、前記ユーザーを識別するユーザー識別子が対応づけられ
た信号を、前記場所を含む所定の領域に発する信号発信部と、
　前記信号の受信の有無を判断する受信判断部と、
　前記受信判断部が前記信号を受信していないと判断した場合、前記携帯通信端末を介し
、前記ユーザーを前記場所に呼び出す呼出し処理を実行する呼出し処理部と
を備えるユーザー呼出しシステム。
【請求項２】
　前記ユーザー識別子に対応づけて、前記ユーザーの母国語を示す母国語情報を予め格納
する情報格納部
を更に備え、
　前記呼出し処理部が、前記ユーザー識別子に対応づけられている前記母国語情報が示す
前記母国語に応じた前記呼び出し処理を実行する請求項１に記載のユーザー呼出しシステ
ム。
【請求項３】
　前記受信判断部を、前記ユーザーの存在の有無を確認する確認者が所有する通信端末が
有し、
　前記通信端末が、
　前記受信判断部が検出する前記信号の検出範囲を拡縮する検出範囲調整部
を有する請求項１又は２に記載のユーザー呼出しシステム。
【請求項４】
　前記信号発信部が発する前記信号の強度を増減する信号強度調整部
を更に備える請求項１～３のいずれか１項に記載のユーザー呼出しシステム。
【請求項５】
　前記信号が、前記信号を識別する信号識別子を含み、
　前記信号発信部が、
　前記通信端末と同期を取る同期実行部と、
　予め定められたタイミングで前記信号識別子を異なる信号識別子に変更する信号識別子
変更部と
を含む請求項３に記載のユーザー呼出しシステム。
【請求項６】
　前記信号が、前記信号を識別する複数の識別情報を含み、
　前記受信判断部が、前記複数の識別情報に基づいて、判断可能な前記信号の数を増加さ
せる請求項１～５のいずれか１項に記載のユーザー呼出しシステム。
【請求項７】
　前記呼出し処理が、前記携帯通信端末に、前記ユーザーを前記場所に呼び出すことを示
すテキストデータ、音声データ、画像データ、及びインターネット上の所定のリソースを
特定するデータからなる群から選択される少なくとも１つのデータを出力させる請求項１
～６のいずれか１項に記載のユーザー呼出しシステム。
【請求項８】
　前記呼出し処理部が、前記場所に存在すべき複数のユーザーがそれぞれ所有する複数の
携帯通信端末に対し、個別又は一斉に前記呼出し処理を実行する請求項１～７のいずれか
１項に記載のユーザー呼出しシステム。
【請求項９】
　所定の場所に存在すべきユーザーが前記場所に存在しない場合に前記ユーザーが所有す
る携帯通信端末を通じて前記ユーザーを呼び出すユーザー呼出し方法において、
　前記ユーザー近傍に配置され、前記ユーザーを識別するユーザー識別子が対応づけられ
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た信号を、前記場所を含む所定の領域に発する信号発信部に発信させる信号発信工程と、
　前記信号の受信の有無を判断する受信判断工程と、
　前記受信判断工程において前記信号を受信していないと判断された場合、前記携帯通信
端末を介し、前記ユーザーを前記場所に呼び出す呼出し処理を実行する呼出し処理工程と
を備えるユーザー呼出し方法。
【請求項１０】
　所定の場所に存在すべきユーザーが前記場所に存在しない場合に前記ユーザーが所有す
る携帯通信端末を通じて前記ユーザーを呼び出すユーザー呼出しシステム用のユーザー呼
出しプログラムであって、
　コンピューターに、
　前記ユーザー近傍に配置され、前記場所を含む所定の領域に信号発信部から発せられる
信号であって、前記ユーザーを識別するユーザー識別子が対応づけられた前記信号の受信
の有無を判断する受信判断機能と、
　前記受信判断機能において前記信号を受信していないと判断された場合、前記携帯通信
端末を介し、前記ユーザーを前記場所に呼び出す呼出し処理を実行する呼出し処理機能と
を実現させるユーザー呼出しプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザー呼出しシステム、ユーザー呼出し方法、及びユーザー呼出しプログ
ラムに関する。特に、本発明は、所定の場所に存在すべきユーザーが当該場所にいない場
合に当該ユーザーを自動で呼び出すユーザー呼出しシステム、ユーザー呼出し方法、及び
ユーザー呼出しプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、旅行ツアーに参加した旅行者に関し、旅行中における旅行者の集合状況を把握す
るためのツアー旅行者確認システムであって、旅行者が所持し、機械読取可能な固有の識
別情報が記憶された情報記憶媒体と、表示手段と、情報記憶媒体に記憶された識別情報を
非接触で読み取る送受信手段と、各々の旅行者情報と識別情報とを関係付けて記憶させた
記憶手段と、送受信手段で読み取った識別情報を記憶手段に記憶されている識別情報と照
合する照合手段と、記憶手段に記憶されている識別情報の中から、照合手段で照合されな
かった識別情報と関係付けられて記憶されている旅行者情報を表示手段に表示させる制御
手段と、操作手段とを有する通信装置とからなるツアー旅行者確認システムが知られてい
る（例えば、特許文献１参照。）。特許文献１に記載のツアー旅行者確認システムによれ
ば、添乗員等が、旅行中における旅行者の集合状況を簡単に把握できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２５２９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載のツアー旅行者確認システムにおいては、例えば、集合場所
に存在しない旅行者を把握することができるものの、集合場所に存在しない旅行者を当該
集合場所に誘導することができない。
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、所定の場所に存在すべきユーザーが当該場所に存在しな
い場合に当該ユーザーを自動的に誘導することができるユーザー呼出しシステム、ユーザ
ー呼出し方法、及びユーザー呼出しプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明は、上記目的を達成するため、所定の場所に存在すべきユーザーが場所に存在し
ない場合にユーザーが所有する携帯通信端末を通じてユーザーを呼び出すユーザー呼出し
システムにおいて、ユーザー近傍に配置され、ユーザーを識別するユーザー識別子が対応
づけられた信号を、場所を含む所定の領域に発する信号発信部と、信号の受信の有無を判
断する受信判断部と、受信判断部が信号を受信していないと判断した場合、携帯通信端末
を介し、ユーザーを場所に呼び出す呼出し処理を実行する呼出し処理部とを備えるユーザ
ー呼出しシステムが提供される。
【０００７】
　また、上記ユーザー呼出しシステムにおいて、ユーザー識別子に対応づけて、ユーザー
の母国語を示す母国語情報を予め格納する情報格納部を更に備え、呼出し処理部が、ユー
ザー識別子に対応づけられている母国語情報が示す母国語に応じた呼び出し処理を実行す
ることもできる。
【０００８】
　また、上記ユーザー呼出しシステムにおいて、受信判断部を、ユーザーの存在の有無を
確認する確認者が所有する通信端末が有し、通信端末が、受信判断部が検出する信号の検
出範囲を拡縮する検出範囲調整部を有することもできる。
【０００９】
　また、上記ユーザー呼出しシステムにおいて、信号発信部が発する信号の強度を増減す
る信号強度調整部を更に備えることもできる。
【００１０】
　また、上記ユーザー呼出しシステムにおいて、信号が、信号を識別する信号識別子を含
み、信号発信部が、通信端末と同期を取る同期実行部と、予め定められたタイミングで信
号識別子を異なる信号識別子に変更する信号識別子変更部とを含むこともできる。
【００１１】
　また、上記ユーザー呼出しシステムにおいて、信号が、信号を識別する複数の識別情報
を含み、受信判断部が、複数の識別情報に基づいて、判断可能な信号の数を増加させるこ
ともできる。
【００１２】
　また、上記ユーザー呼出しシステムにおいて、呼出し処理が、携帯通信端末に、ユーザ
ーを場所に呼び出すことを示すテキストデータ、音声データ、画像データ、及びインター
ネット上の所定のリソースを特定するデータからなる群から選択される少なくとも１つの
データを出力させることもできる。
【００１３】
　また、上記ユーザー呼出しシステムにおいて、呼出し処理部が、場所に存在すべき複数
のユーザーがそれぞれ所有する複数の携帯通信端末に対し、個別又は一斉に呼出し処理を
実行することもできる。
【００１４】
　また、本発明は、上記目的を達成するため、所定の場所に存在すべきユーザーが場所に
存在しない場合にユーザーが所有する携帯通信端末を通じてユーザーを呼び出すユーザー
呼出し方法において、ユーザー近傍に配置され、ユーザーを識別するユーザー識別子が対
応づけられた信号を、場所を含む所定の領域に発する信号発信部に発信させる信号発信工
程と、信号の受信の有無を判断する受信判断工程と、受信判断工程において信号を受信し
ていないと判断された場合、携帯通信端末を介し、ユーザーを場所に呼び出す呼出し処理
を実行する呼出し処理工程とを備えるユーザー呼出し方法が提供される。
【００１５】
　また、本発明は、上記目的を達成するため、所定の場所に存在すべきユーザーが場所に
存在しない場合にユーザーが所有する携帯通信端末を通じてユーザーを呼び出すユーザー
呼出しシステム用のユーザー呼出しプログラムであって、コンピューターに、ユーザー近
傍に配置され、場所を含む所定の領域に信号発信部から発せられる信号であって、ユーザ
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ーを識別するユーザー識別子が対応づけられた信号の受信の有無を判断する受信判断機能
と、受信判断機能において信号を受信していないと判断された場合、携帯通信端末を介し
、ユーザーを場所に呼び出す呼出し処理を実行する呼出し処理機能とを実現させるユーザ
ー呼出しプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るユーザー呼出しシステム、ユーザー呼出し方法、及びユーザー呼出しプロ
グラムによれば、所定の場所に存在すべきユーザーが当該場所に存在しない場合に当該ユ
ーザーを自動的に誘導することができるユーザー呼出しシステム、ユーザー呼出し方法、
及びユーザー呼出しプログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの概要図である。
【図２】本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの機能構成ブロック図である。
【図３】本実施の形態に係る信号発信ユニットの機能構成ブロック図である。
【図４】本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの呼出し処理の図である。
【図５】本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの呼出し処理の図である。
【図６】本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの呼出し処理の図である。
【図７】本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの検知範囲切り替え処理の図である
。
【図８】本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムのハードウェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
［実施の形態］
（ユーザー呼出しシステム１の概要）
　図１は、本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの概要の一例を示す。
【００１９】
　本実施の形態に係るユーザー呼出しシステム１は、所定の場所に存在すべきユーザーが
当該場所に存在しない場合若しくは滞在していない場合に、当該ユーザーが所有する携帯
通信端末１０を通じて当該ユーザーを呼び出すシステムである。例えば、ユーザー呼出し
システム１は、ユーザーとしての複数のツアー客が参加するツアー旅行において、バス等
の乗り物にツアー客が在席しているか否かを確認し、在席していないツアー客を自動的に
呼び出すシステムである。
【００２０】
　一例として、ユーザー呼出しシステム１は、ユーザーが所有する携帯通信端末１０と、
ユーザーの近傍に配置される信号発信ユニット２０と、ユーザーの存在を確かめると共に
ユーザーを呼び出す処理を実行する通信端末３０とを備える。信号発信ユニット２０は、
ユーザーを一意に識別するユーザー識別子が対応づけられた信号を所定の領域に向けて発
信する。通信端末３０は、信号発信ユニット２０が発する信号を受信しているか否かを判
断する。
【００２１】
　ここで、通信端末３０は、信号発信ユニット２０が発する信号を受信可能な領域を適宜
調整することができる。例えば、通信端末３０は、信号を受信することができる通信端末
３０からの距離を数ｍから１００ｍ程度の範囲内で調整できる。一例として、バス等の乗
り物内にユーザーが存在しているか否かを確認する場合、通信端末３０は、当該乗り物内
において信号を受信できる範囲で、信号を受信する領域を調整する。
【００２２】
　そして、通信端末３０は、予め格納していたユーザー識別子に対応する信号を受信でき
ないと判断した場合、当該ユーザー識別子に予め対応づけておいた携帯通信端末１０に対
し、ユーザーを呼び出す処理を実行する。例えば、通信端末３０は、通信網５を介して携
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帯通信端末１０にユーザーを呼び出すテキストデータを自動的に送信する。また、通信端
末３０は、ユーザーを呼び出す音声情報を携帯電話網等の通信網５を介して携帯通信端末
１０に自動的に供給する。
【００２３】
　これにより、ユーザー呼出しシステム１は、所定の場所に存在すべきユーザーが当該場
所にいない場合に、ユーザーが不存在であることを自動的に確認できると共に当該ユーザ
ーを呼び出す処理を自動的に実行できるので、所定の場所にいないユーザーの存在の有無
を抜け漏れなく実行できると共に、いないユーザーを確実に呼び出すことができる。例え
ば、ユーザー呼出しシステム１は、ツアーバスにおける顧客の所在確認（一例として、添
乗員による点呼支援、高速道路や道の駅若しくは観光地における乗降確認、夜間バスにお
ける乗客確認、観光地での集合若しくは引率時における迷子確認等）に利用できる。
【００２４】
　なお、携帯通信端末１０は、例えば、携帯電話、スマートフォン等であり、通信端末３
０は、例えば、タブレットＰＣ、又は携帯電話、スマートフォン等である。また、通信網
５は、例えば、インターネット、携帯電話網等である。そして、信号発信ユニット２０は
、例えば、バッジやワッペン、シール等のユーザーが身につけることができるアクセサリ
ーに内蔵させることや、携帯通信端末１０に内蔵させることができる。
【００２５】
（ユーザー呼出しシステム１の詳細）
　図２は、本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの機能構成の一例を示す。また、
図３は、本実施の形態に係る信号発信ユニットの機能構成の一例を示す。
【００２６】
　ユーザー呼出しシステム１は、ユーザーが所有する携帯通信端末１０と、信号を識別す
る信号識別子を含む信号を発信する信号発信ユニット２０と、ユーザーの存在／不存在を
判断すると共に所定の場所に存在していないユーザーを呼び出す処理を実行する通信端末
３０とを備える。携帯通信端末１０は、通信端末３０に、ユーザーに関連する情報（例え
ば、国籍、氏名、性別、年齢、電子メールアドレス、携帯電話番号、及び／又は住所等の
個人情報）を予め登録させるユーザー登録指示部１００と、通信端末３０と直接、又は通
信網５を介して通信を実行する携帯通信端末側通信部１０２とを有する。
【００２７】
　信号発信ユニット２０は、ユーザー近傍に配置され、当該ユーザーを識別するユーザー
識別子が対応づけられた信号を、当該場所を含む所定の領域に発する信号発信部２００と
、信号発信部２００が発する信号の強度を増減する信号強度調整部２０２と、通信端末３
０と同期を取る同期実行部２０４と、予め定められたタイミングで信号識別子を異なる信
号識別子に変更する信号識別子変更部２０６とを有する。なお、信号発信ユニット２０の
一部若しくは全部の機能を、携帯通信端末１０が有することもできる。この場合、携帯通
信端末１０は、例えば、信号発信部２００の機能をアプリケーションにより実現できる。
【００２８】
　通信端末３０は、携帯通信端末１０に対して呼出し処理を実行する呼出しユニット３２
を有する。そして、呼出しユニット３２は、信号の受信の有無を判断する受信判断部３０
０と、ユーザーの存在の有無を表す存在情報を生成する存在情報生成部３０２と、存在情
報を出力部３０６に出力させる出力制御部３０４と、携帯通信端末１０に対する呼出し処
理を実行する呼出し処理部３１０と、外部からの入力を受け付ける入力部３１２と、携帯
通信端末１０と直接、又は通信網５を介して通信を実行する通信端末側通信部３１４と、
ユーザーに関する情報を格納する情報格納部３１６と、受信判断部３００が受信可能な信
号の検出範囲を調整する検出範囲調整部３２０とを含む。
【００２９】
（ユーザー登録指示部１００）
　ユーザー登録指示部１００は、携帯通信端末１０を所有するユーザーに関する情報（例
えば、ユーザーの個人情報）を通信端末３０に供給し、登録させることを指示する。ユー
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ザー登録指示部１００は、携帯通信端末側通信部１０２を介し、呼出しユニット３２に含
まれる情報格納部３１６にユーザーに関する情報を格納させることで、ユーザー登録を実
行する。なお、ユーザー登録の実行は、ユーザーに関する情報の内容が変更されない限り
、初回のみでよい。
【００３０】
　具体的に、ユーザー登録指示部１００は、ユーザーの国籍、氏名（若しくはニックネー
ム）、性別、メールアドレス、及び／又は携帯通信端末１０の携帯電話番号等を含むユー
ザー情報を情報格納部３１６に供給する。情報格納部３１６は、携帯通信端末側通信部１
０２、及び通信端末側通信部３１４を介して当該ユーザー情報を取得し、ユーザー識別子
に対応づけて格納する。
【００３１】
（信号発信部２００）
　信号発信部２００は、ユーザー識別子が対応づけられた信号を所定の領域に平文（すな
わち、暗号化せずに）で発信する。信号発信部２００は、複数の識別情報を含む信号を常
時発信する。一例として、信号発信部２００は、ビーコンを用いることができる。なお、
信号発信ユニット２０は、ユーザーが身につけるバッジ、シール、ワッペン等の形状にす
ることができる。信号発信ユニット２０をかかる形状にすることにより、信号発信部２０
０を有する信号発信ユニット２０の存在をユーザーに意識させないようにできる。
【００３２】
（信号強度調整部２０２）
　信号強度調整部２０２は、信号発信部２００が発する信号の強度を自動的に、若しくは
外部からの指示に応じて増減する。例えば、信号強度調整部２０２は、信号発信部２００
が発信する電波強度を調整することで、電波の到達範囲を３ｍ程度から１００ｍ程度の範
囲内で調整する。
【００３３】
（同期実行部２０４、信号識別子変更部２０６）
　同期実行部２０４は、通信端末３０と同期を実行する。また、信号識別子変更部２０６
は、予め定められたタイミングで信号識別子を変更し、異なる信号識別子を生成する。例
えば、信号発信部２００が発信する信号は、信号を識別する複数の識別情報を含む。一例
として、信号発信部２００がビーコンを採用する場合、複数の識別情報は、ＵＵＩＤ、ｍ
ａｊｏｒ番号、及びｍｉｎｏｒ番号である。予め定められたタイミングは、一例として、
３分に１回であるが、当該タイミングは適宜変更できる。
【００３４】
　ここで、信号識別子変更部２０６が予め定められたタイミングで信号識別子（例えば、
ＵＵＩＤ）を変更した場合、信号発信部２００は変更された信号識別子を含む信号を発信
する。呼出しユニット３２において信号識別子が変更されたとしても同一の信号発信部２
００から信号を受信していると判断するためには、信号識別子が変更されるごとに変更さ
れた信号識別子を同一の信号発信部２００から発せられた信号に対応づけられていること
を把握する必要がある。そこで、同期実行部２０４は、初回利用時、又は信号発信ユニッ
ト２０の電源（図示しない）の入替え時に、通信端末３０との間で同期処理を実行する。
【００３５】
　同期実行部２０４の同期処理は、例えば、以下のとおりである。まず、信号発信部２０
０には、信号発信部２００を一意に識別する発信識別子が対応づけられている。一方、呼
出しユニット３２には、呼出しユニット３２を一意に識別するユニット識別子が対応づけ
られている。同期実行部２０４が、同期処理の実行を開始した場合、まず、同期実行部２
０４と呼出しユニット３２との間で、発信識別子とユニット識別子とが交換される。そし
て、同期実行部２０４は、交換時を基準にし、予め定められたタイミングで生成される変
更された信号識別子の識別情報に、信号識別子が変更された回数を付加する。次に、同期
実行部２０４は、当該回数が付加された識別情報のハッシュ関数からユニークな信号識別
子としてハッシュ値を取得する。呼出しユニット３２も同期実行部２０４と同様の処理を
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実行する。これにより、信号発信ユニット２０と通信端末３０との間で同期を取ることが
できる。
【００３６】
　ユーザー呼出しシステム１は、信号発信部２００が発信する識別情報が暗号化されてい
ない状態であっても、識別情報を、予め定められたタイミングでランダムに発生させる識
別情報に変更できる。これにより、ユーザー呼出しシステム１においては、仮に識別情報
が第三者に傍受されたとしても、第三者が傍受した識別情報は一定時間後に無意味な識別
情報に変化するので、ユーザーの特定及び推測を予防できる。
【００３７】
　なお、同期実行部２０４及び／又は呼出しユニット３２が取得したユニークな信号識別
子にズレが発生した場合、呼出しユニット３２は当該ズレを補正する処理を実行する。ま
ず、信号発信部２００が発信する信号は、所定の通信送出時間（以下、「スロット」とい
う）で継続的に発信される。そして、ズレが発生した場合、呼出しユニット３２は、連続
する複数のスロットを参照し、補正範囲を抽出する。そして、呼出しユニット３２は、抽
出した補正範囲に含まれるスロットを用いてズレを補正する。
【００３８】
　例えば、呼出しユニット３２は、ズレを認識した時点を含むスロットと、当該スロット
の前後１スロットの計３スロットとを参照し、正しい信号を含むスロットを用いてズレ補
正を実行する。一例として、呼出しユニット３２は、第１のスロットにおいてズレが発生
した場合、第１のスロットの前後のスロットを含む合計３スロットを補正範囲として抽出
する。そして、呼出しユニット３２は、補正範囲内においてズレが発生したスロットと同
一のスロットを抽出し、抽出したスロットを正しい時刻にずらすことで補正処理を実行す
る。
【００３９】
（受信判断部３００、検出範囲調整部３２０）
　受信判断部３００は、信号発信部２００が発信する信号の受信の有無を判断する。受信
判断部３００は、情報格納部３１６に予め格納されているユーザー識別子を参照し、当該
ユーザー識別子が対応づけられている信号が受信されたか否かを判断する。受信判断部３
００は、判断結果を示す情報を存在情報生成部３０２に供給する。また、検出範囲調整部
３２０は、受信判断部３００が検出する信号の検出範囲を拡縮する。
【００４０】
　なお、受信判断部３００が検知できる信号の数に上限がある場合、受信判断部３００は
、複数の識別情報に基づいて、判断可能な信号の数を増加させることができる。具体的に
、本実施の形態に係る信号は、信号を識別する複数の識別情報を含む。例えば、複数の識
別情報として、第１識別情報と、第２識別情報と、第３識別情報とを含むとする。この場
合、第１識別情報乃至第３識別情報の組合せを変更することにより、受信判断部３００が
検知できる信号数を増加させることができる。例えば、検出対象の信号が初期状態では３
つの信号のみである場合、各信号に含まれる第１識別情報及び第２識別情報（例えば、１
０パターン存在する）を固定し、第３識別情報（例えば１０パターン存在する）を変化さ
せることで、信号数を増加させることができる。
【００４１】
　一例として、第１スコープ（第１識別情報と第２識別情報とが第１パターンで固定され
、第３識別情報が１０パターンある信号の集合体）、第２スコープ（第１識別情報と第２
識別情報とが第１パターンで固定され、第３識別情報が１０パターンある信号の集合体）
、第３スコープ（第１識別情報と第２識別情報とが第１パターンで固定され、第３識別情
報が１０パターンある信号の集合体）が存在するとする。この場合、受信判断部３００が
第１スコープの信号を検知した場合、受信判断部３００は、第１スコープのいずれかの識
別情報を組み替えて検出対象を組み替える。次に、受信判断部３００は、第２スコープの
信号を検出した場合、同様に検知対象を組み替える。これにより、受信判断部３００は、
検知可能な信号数を増加させることができる。
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【００４２】
　なお、複数の領域が存在し、各領域に複数の信号発信部２００が設置されている場合、
本実施の形態に係るユーザー呼出しシステム１は、ユーザーの導線を判断することもでき
る。例えば、ユーザー呼出しシステム１の受信判断部３００は、上記と同様にして検知可
能な信号数を増加させ、時系列に沿って受信判断部３００が受信する信号に含まれる複数
の識別情報の順序を読み取ることにより、ユーザーの導線を確定することができる。
【００４３】
（存在情報生成部３０２）
　存在情報生成部３０２は、受信判断部３００が受信したと判断した信号に対応するユー
ザー識別子で識別されるユーザーの存在を示す存在情報と、受信判断部３００が受信しな
かったと判断した信号に対応するユーザー識別子で識別されるユーザーの不存在を示す不
存在情報を生成する。存在情報生成部３０２は、存在情報及び不存在情報を出力制御部３
０４に供給する。また、存在情報生成部３０２は、不存在情報を呼出し処理部３１０に供
給する。
【００４４】
（出力制御部３０４、出力部３０６）
　出力制御部３０４は、存在情報及び不存在情報をユーザーの存在の有無を確認する確認
者（例えば、旅行の引率者、ツアーコンダクター等）が所有する通信端末３０の出力部３
０６に出力させる。出力部３０６は、例えば、表示部、音声出力部、及び／又はデータ出
力部等である。一例として、出力制御部３０４は、存在情報及び不存在情報をユーザーが
知覚可能に出力部３０６としての表示部に表示させる。
【００４５】
（呼出し処理部３１０）
　呼出し処理部３１０は、受信判断部３００が信号を受信していないと判断した場合、携
帯通信端末１０を介し、ユーザーを所定の場所に呼び出す呼出し処理を自動的に実行する
。具体的に、呼出し処理部３１０は、存在情報生成部３０２から不存在情報を取得した場
合、不存在情報が示すユーザーのユーザー識別子に対応づけて情報格納部３１６に格納さ
れているユーザーに関する情報を用い、呼出し処理を自動的に実行する。また、呼出し処
理部３１０は、出力部３０６から出力された不存在情報に応じ、確認者が入力部３１２を
介して入力した呼出し指示に応じて呼出し処理を実行することもできる。
【００４６】
　呼出し処理部３１０が実行する呼出し処理は、例えば、携帯通信端末１０に、ユーザー
を所定の場所に呼び出すことを示すテキストデータ、音声データ、画像データ、及び／又
はインターネット上の所定のリソースを特定するデータ（例えば、ＵＲＬ）を出力させる
処理である。また、呼出し処理部３１０は、所定の場所に存在すべき複数のユーザーがそ
れぞれ所有する複数の携帯通信端末に対し、個別又は一斉に呼出し処理を実行することも
できる。
【００４７】
　また、呼出し処理部３１０は、ユーザーの母国語に応じた呼出し処理を実行することも
できる。例えば、呼出し処理部３１０は、不存在情報が示すユーザーのユーザー識別子に
対応づけてユーザーの母国語を示す母国語情報を予め格納する情報格納部３１６から母国
語情報を取得する。そして、呼出し処理部３１０は、母国語情報が示す言語を用い、ユー
ザーを所定の場所に呼び出すテキストデータ、音声データ等を携帯通信端末１０に出力さ
せる。
【００４８】
　例えば、呼出し処理部３１０は、通信端末側通信部３１４を介し、携帯通信端末１０に
、所定の情報を供給することで、ユーザーの呼び出しを実行する。例えば、呼出し処理部
３１０は、携帯通信端末１０からユーザーを呼び出す音声を出力させること、携帯通信端
末１０の表示部にユーザーを呼び出すテキスト及び／又は画像を出力させること、及び／
又は携帯通信端末１０に電話をかけること等を呼出し処理として実行する。また、呼出し
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処理部３１０は、ユーザーを呼び出す情報を含むＳＭＳや電子メールを携帯通信端末１０
に送信することもできる。
【００４９】
（情報格納部３１６）
　情報格納部３１６は、ユーザー識別子に対応づけてユーザーに関する情報を格納する。
ユーザーに関する情報は、ユーザーの国籍、氏名（若しくはニックネーム）、性別、母国
語、メールアドレス、及び／又は携帯通信端末１０の携帯電話番号等である。情報格納部
３１６は、受信判断部３００及び呼出し処理部３１０からの働きかけに応じ、格納してい
る情報を受信判断部３００及び／又は呼出し処理部３１０に供給する。
【００５０】
　なお、ここでは、通信端末３０が情報格納部３１６を有する態様を示したが、情報格納
部３１６は、ネットワーク（通信網５）を介して携帯通信端末１０がアクセス可能なサー
バーが有するものであってもよい。この場合には、例えば、サーバーが有する情報格納部
３１６に、ユーザー識別子に対応づけられたユーザーに関する情報が格納される。そして
、通信端末３０が有する受信判断部３００及び呼出し処理部３１０からの働きかけに応じ
、サーバーの情報格納部３１６に格納されている情報を、受信判断部３００及び又は呼出
し処理部３１０に供給する。
　また、情報格納部３１６だけでなく、呼出しユニット３２の他の部についても、サーバ
ーが有する態様であってもよい。
【００５１】
［呼出し処理の例１］
　図４は、本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの呼出し処理の一例を示す。具体
的に、存在情報生成部３０２及び呼出し処理部３１０によるユーザー呼出しの一例を示す
。
【００５２】
　まず、存在情報生成部３０２が存在情報及び不存在情報を生成した場合、出力制御部３
０４は、出力部３０６にこれらの情報を確認者に知覚可能に出力させる。例えば、図４に
示すように、出力部３０６に、複数のユーザーの氏名、存在状態等を示す表を出力させる
。一例として、出力部３０６は、ユーザーの氏名を表示する氏名欄４００と、ユーザーが
存在しているか否かを示す状態欄４０２と、存在していないユーザーを呼び出す場合に確
認者からの呼出し指示を受け付けるコール欄４０４と、複数の携帯通信端末１０に一斉に
呼出しをかける同報ボタン４１０とを表示する。また、出力部３０６は、コール欄４０４
に、携帯通信端末１０に呼出しをかける手段として、電話で実行することを選択するコー
ルボタン４０６と、メールで実行することを選択するメールボタン４０８とを表示する。
【００５３】
　ここで、確認者がコールボタン４０６を選択した場合、入力部３１２はコールボタン４
０６が選択されたことを示す情報を呼出し処理部３１０に供給する。呼出し処理部３１０
は、不存在情報が示すユーザーのユーザー識別子に対応づけて情報格納部３１６に格納さ
れている母国語情報を参照する。そして、呼出し処理部３１０は、参照した母国語を用い
て予め作成された音声ファイル（例えば、ユーザーを呼び出す内容を示す音声ファイル）
、テキストデータ、当該テキストデータを音声へ変換した音声データを呼出し情報として
携帯通信端末１０に供給し、携帯通信端末１０から音声を出力させる。この場合、予め音
声データを有していてもよいし、テキストデータを音声データへ変換するソフトウェアを
用いて、テキストデータを音声データへ変換してもよい。
【００５４】
　また、確認者がメールボタン４０８を選択した場合、入力部３１２はメールボタン４０
８が選択されたことを示す情報を呼出し処理部３１０に供給する。呼出し処理部３１０は
、不存在情報が示すユーザーのユーザー識別子に対応づけて情報格納部３１６に格納され
ている母国語情報を参照する。そして、呼出し処理部３１０は、参照した母国語を用いて
予め作成されたメッセージファイル（例えば、ユーザーを呼び出す内容を示すテキストを
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含むメッセージファイル）を呼出し情報として携帯通信端末１０に供給し、携帯通信端末
１０からメッセージを出力させる。
【００５５】
　また、確認者が同報ボタン４１０を選択した場合、入力部３１２は同報ボタン４１０が
選択されたことを示す情報を呼出し処理部３１０に供給する。呼出し処理部３１０は、不
存在情報が示す全てのユーザーのユーザー識別子に対応づけて情報格納部３１６に格納さ
れている母国語情報をそれぞれ参照する。そして、呼出し処理部３１０は、コールボタン
４０６又はメールボタン４０８を選択した場合における処理と同様の処理を実行し、不存
在者全員の携帯通信端末１０のそれぞれに、各ユーザーの言語による音声ファイル、メッ
セージファイル、音声及びメッセージ両方が含まれるファイルを呼出し情報として供給す
る。そして、呼出し処理部３１０は、全不存在者それぞれの携帯通信端末１０から音声、
メッセージ、音声及びメッセージの両方を出力させる。
【００５６】
［呼出し処理の例２］
　図５は、本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの呼出し処理の一例を示す。
【００５７】
　まず、存在情報生成部３０２が不存在情報を生成した場合、出力制御部３０４は、出力
部３０６にこの情報を確認者に知覚可能に出力させる。そして、入力部３１２が確認者か
らユーザーを呼び出す指示を受け付けた場合、呼出し処理部３１０は、ユーザーを呼び出
す呼出し情報を生成する。呼出し処理部３１０は、通信端末側通信部３１４を介し、携帯
通信端末１０に呼出し情報を供給する（ステップ１０。以下、ステップを「Ｓ」と表す。
）。例えば、呼出し処理部３１０は、電話連絡により、音声を携帯通信端末１０に出力さ
せる。
【００５８】
　この場合、呼出し処理部３１０は、例えば、「集合時間が経過しております。バスにお
集まりください。」及び「係員と会話する場合は「１」を、現在地の写真を送付する場合
は「２」を、通話を終了する場合はそのままお切りください。」というメッセージを含め
、呼出し情報を携帯通信端末１０に供給する。呼出し情報を受け取った携帯通信端末１０
は、応答情報を呼出しユニット３２に供給する（Ｓ１５）。携帯通信端末１０は、例えば
、ユーザーが携帯通信端末１０に「１」を入力した場合、係員と会話することを示す情報
を含む応答情報を送信する。
【００５９】
　そして、呼出し処理部３１０は、次にユーザーがすべき行動を示す情報を含む回答情報
を携帯通信端末１０に送信する（Ｓ２０）。例えば、呼出し処理部３１０は、回答情報に
、「係員から折り返し連絡いたします。電話をおきりになってお待ちください。」という
メッセージを含めることができる。そして、呼出し処理部３１０は、ツアーデスク等のデ
スク３４に呼出し指示を含む情報を供給する（Ｓ２５）。デスク３４は、かかる情報に応
じ、携帯通信端末１０に電話をかけることで、ユーザーに呼出しをかける（Ｓ３０）。こ
の呼出しにおいては、所定の場所に存在していないユーザーの呼出し、状況確認、迷子対
応、及び／又は道案内等が実行される。
【００６０】
　一方、Ｓ１５においてユーザーが通信端末に「２」を入力した場合、呼出し処理部３１
０は、携帯通信端末１０に「カメラを起動し、写真を撮影してください。写真を係員に自
動送付します。目印になるものを撮影してください。写真送付後、係員から折り返し連絡
しますので、そのままお待ちください。」というメッセージを出力させる指示を供給する
。また、携帯通信端末１０は、当該指示を受け取った場合、撮像部（図示しない）を自動
で起動させることができる。そして、携帯通信端末１０は、撮像部に撮像された画像を呼
出しユニット３２に供給する。呼出しユニット３２は携帯通信端末１０から受け取った画
像を出力部３０６に表示させ、確認者に提示する。呼出し処理部３１０は、確認者からの
指示を受け付けて、デスク３４に呼出し指示を含む情報を供給する（Ｓ２５）。なお、呼
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出し処理部３１０は、デスク３４に呼出し指示を含む情報を供給せず、確認者からの指示
に応じ、通信端末３０から携帯通信端末１０に呼出し、状況確認、迷子対応、及び／又は
道案内等の情報を供給することもできる。
【００６１】
［呼出し処理の例３］
　図６は、本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの呼出し処理の一例を示す。
【００６２】
　まず、呼出し処理部３１０は、ユーザーを呼び出す呼出し情報を生成する。呼出し処理
部３１０は、通信端末側通信部３１４を介し、携帯通信端末１０に呼出し情報を供給する
。この場合、呼出し処理部３１０は、例えば、「集合時間が経過しております。バスにお
集まりください。」というメッセージを携帯通信端末１０の端末表示部１０４ａに表示さ
せる。更に、一例として、呼出し処理部３１０は、端末表示部１０４ａに、「集合場所」
、「係員と会話」、及び「写真送付」のリンク情報を表示する。
【００６３】
　ユーザーが「集合場所」をクリックした場合、携帯通信端末１０は、端末表示部１０４
ｂに示すように、ユーザーの現在位置とユーザーが存在すべき場所（例えば、集合場所）
を示すマークと共に地図を表示する。また、ユーザーが「係員と会話」をクリックした場
合、携帯通信端末１０は、デスク３４と携帯通信端末１０との間で通話可能な状態にする
。なお、「写真送付」をユーザーがクリックした場合、ユーザー呼出しシステム１は、図
５における動作と同様な動作を実行する。
【００６４】
　また、呼出し処理部３１０は、端末表示部１０４ｂに、例えば、「ナビゲーションの開
始」というリンク情報を表示させることもできる。この場合、携帯通信端末１０は、ユー
ザーが「ナビゲーションの開始」をクリックした場合にユーザーの現在位置から集合場所
までのナビゲーションを開始し、道案内を実行するナビゲーション部（図示しない）を含
むことができる。なお、かかる場合、携帯通信端末１０は、ＧＰＳ機能を有する。
【００６５】
［検知範囲切り替えの例］
　図７は、本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムの検知範囲切り替え処理の一例を
示す。
【００６６】
　検出範囲調整部３２０は、受信判断部３００が検知することができる信号の範囲を数ｍ
から１００ｍ程度の範囲内で自由に調整することができる。例えば、図７（ａ）に示すよ
うに、狭い領域内（例えば、バス車内等）の信号を受信判断部３００が検知する場合、検
出範囲調整部３２０は、検出範囲２１０を、管理領域５００の広さに応じた狭い範囲に調
整できる。また、図７（ｂ）に示すように、広い領域の信号を受信判断部３００が検知す
る場合、検出範囲調整部３２０は、検出範囲２１２を、管理領域５０２の広さに応じた広
い範囲に調整できる。この場合、受信判断部３００が検知することができない領域（非管
理領域５０４）が生じることになるが、ユーザー呼出しシステム１は、非管理領域５０４
にユーザーが存在しているか否かを判断できる。すなわち、ユーザー呼出しシステム１は
、当該システムが適用されるシーンに応じ、受信判断部３００が検知することができる信
号の範囲を適宜調整できる。
【００６７】
　なお、ユーザー呼出しシステム１が用いられる領域がバス等の車内である場合、バスに
設けられている座席に信号発信ユニット２０と、圧力センサ（図示しない）を設けること
もできる。この場合、圧力センサが所定の圧力を検知しない場合に、信号発信ユニット２
０が信号の発信を停止させるようにすることで、呼出しユニット３２は、これまでの説明
と同様の動作を実行する。
【００６８】
（変形例）
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　本実施の形態に係るユーザー呼出しシステム１は、様々なサービスに適用できる。例え
ば、所定の店舗（一例として、土産店、飲食店等）に信号発信ユニット２０を有するユー
ザーが来店した場合、呼出しユニット３２は、ユーザーの存在情報を出力部３０６から当
該店舗の店員、若しくはシステムに供給する。そして、当該存在情報を受け取った当該店
員、若しくは当該システムから、ユーザーに対し、所定のサービス（例えば、商品・サー
ビスの割引、特典、所定の個別サービス等）を提供することができる。
【００６９】
　また、観光地の所定の場所に呼出しユニット３２を設置することもできる。この場合、
信号発信ユニット２０からの信号を受信した呼出しユニット３２は、観光客向けのコンテ
ンツを表示する表示装置（例えば、デジタルサイネージ装置）に、当該観光地の情報を表
示させる。また、呼出しユニット３２は、表示装置等に、ユーザーとしてのツアー客向け
のコンテンツ（例えば、集合時間、旅程確認のための情報、最新の観光情報、フォトスポ
ットに関する情報等）を表示することもできる。そして、呼出し処理部３１０は、携帯通
信端末１０に所定の場所において写真を自動的に撮像させる情報を供給することや、所定
の写真を携帯通信端末に供給することもできる。
【００７０】
　また、ユーザー呼出しシステム１は、歩数計等のユーザーの活動を計測する機能を有す
る活動量計部を更に備えることもできる。例えば、信号発信ユニット２０若しくは携帯通
信端末１０が活動量計部を有する。ユーザーが活動量計部を有する信号発信ユニット２０
若しくは携帯通信端末１０を用い続けることで、健康管理に資することができる。そして
、呼出しユニット３２は、受信判断部３００が信号を検知することができる領域に信号発
信ユニット２０が入ってきた場合に、携帯通信端末１０にユーザーの興味を引く情報（例
えば、所定の旅行に関する情報等）を供給することもできる。なお、この場合において、
呼出しユニット３２は、別途、予め設けられたユーザーの行動に関する情報を格納するデ
ータベースを参照し、予め定められた期間、所定の行動（例えば、旅行）を実行していな
いユーザーの携帯通信端末１０に、ユーザーの興味を引く情報を供給することができる。
【００７１】
　図８は、本実施の形態に係るユーザー呼出しシステムのハードウェア構成の一例を示す
。
【００７２】
　本実施の形態に係るユーザー呼出しシステム１は、ＣＰＵ１５００と、グラフィックコ
ントローラ１５２０と、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＲＡＭ）、Ｒｅａ
ｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＲＯＭ）及び／又はフラッシュＲＯＭ等のメモリ１５３０
と、データを記憶する記憶装置１５４０と、記録媒体からデータを読み込み及び／又は記
録媒体にデータを書き込む読込み／書込み装置１５４５と、データを入力する入力装置１
５６０と、外部の通信機器とデータを送受信する通信インターフェース１５５０と、ＣＰ
Ｕ１５００とグラフィックコントローラ１５２０とメモリ１５３０と記憶装置１５４０と
読込み／書込み装置１５４５と入力装置１５６０と通信インターフェース１５５０とを互
いに通信可能に接続するチップセット１５１０とを備える。
【００７３】
　チップセット１５１０は、メモリ１５３０と、メモリ１５３０にアクセスして所定の処
理を実行するＣＰＵ１５００と、外部の表示装置の表示を制御するグラフィックコントロ
ーラ１５２０とを相互に接続することにより、各構成要素間のデータの受渡しを実行する
。ＣＰＵ１５００は、メモリ１５３０に格納されたプログラムに基づいて動作して、各構
成要素を制御する。グラフィックコントローラ１５２０は、メモリ１５３０内に設けられ
たバッファ上に一時的に蓄えられた画像データに基づいて、画像を所定の表示装置に表示
させる。
【００７４】
　また、チップセット１５１０は、記憶装置１５４０と、読込み／書込み装置１５４５と
、通信インターフェース１５５０とを接続する。記憶装置１５４０は、ユーザー呼出しシ
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ステム１のＣＰＵ１５００が使用するプログラムとデータとを格納する。記憶装置１５４
０は、例えば、フラッシュメモリである。読込み／書込み装置１５４５は、プログラム及
び／又はデータを記憶している記憶媒体からプログラム及び／又はデータを読み取って、
読み取ったプログラム及び／又はデータを記憶装置１５４０に格納する。読込み／書込み
装置１５４５は、例えば、通信インターフェース１５５０を介し、インターネット上のサ
ーバーから所定のプログラムを取得して、取得したプログラムを記憶装置１５４０に格納
する。
【００７５】
　通信インターフェース１５５０は、通信ネットワークを介して外部の装置とデータの送
受信を実行する。また、通信インターフェース１５５０は、通信ネットワークが不通の場
合、通信ネットワークを介さずに外部の装置とデータの送受信を実行することもできる。
そして、音声取得装置、キーボード、タブレット、マウス等の入力装置１５６０は、所定
のインターフェースを介してチップセット１５１０と接続する。
【００７６】
　記憶装置１５４０に格納されるユーザー呼出しシステム１用のプログラムは、インター
ネット等の通信ネットワーク、又は磁気記録媒体、光学記録媒体等の記録媒体を介して記
憶装置１５４０に提供される。そして、記憶装置１５４０に格納されたユーザー呼出しシ
ステム１用のプログラムは、ＣＰＵ１５００により実行される。
【００７７】
　本実施の形態に係るユーザー呼出しシステム１により実行されるプログラムは、ＣＰＵ
１５００に働きかけて、ユーザー呼出しシステム１を、図１～図７において説明したユー
ザー登録指示部１００、携帯通信端末側通信部１０２、端末表示部１０４ａ、端末表示部
１０４ｂ、信号発信部２００、信号強度調整部２０２、同期実行部２０４、信号識別子変
更部２０６、受信判断部３００、存在情報生成部３０２、出力制御部３０４、出力部３０
６、呼出し処理部３１０、入力部３１２、通信端末側通信部３１４、情報格納部３１６、
及び検出範囲調整部３２０として機能させる。
【００７８】
（実施の形態の効果）
　本実施の形態に係るユーザー呼出しシステム１によれば、所定の場所に存在しないユー
ザーが有する信号発信ユニット２０からの信号を呼出しユニット３２が検知しないことを
契機とし、当該場所に存在しないユーザーを特定することができる。これにより、ユーザ
ー呼出しシステム１においては、所定の場所に存在しないユーザーを当該場所に呼び寄せ
るための情報を、ユーザーが所有する携帯通信端末１０に自動的に供給することができる
。
【００７９】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、上記に記載した実施の形態は特許請求の範囲
に係る発明を限定するものではない。また、実施の形態の中で説明した特徴の組合せのす
べてが発明の課題を解決するための手段に必須であるとは限らない点に留意すべきである
。更に、上記した実施形態の技術的要素は、単独で適用されてもよいし、プログラム部品
とハードウェア部品とのような複数の部分に分割されて適用されるようにすることもでき
る。
【符号の説明】
【００８０】
　１　ユーザー呼出しシステム
　５　通信網
　１０　携帯通信端末
　２０　信号発信ユニット
　３０　通信端末
　３２　呼出しユニット
　３４　デスク
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　１００　ユーザー登録指示部
　１０２　携帯通信端末側通信部
　１０４ａ、１０４ｂ　端末表示部
　２００　信号発信部
　２０２　信号強度調整部
　２０４　同期実行部
　２１０、２１２　検出範囲
　２０６　信号識別子変更部
　３００　受信判断部
　３０２　存在情報生成部
　３０４　出力制御部
　３０６　出力部
　３１０　呼出し処理部
　３１２　入力部
　３１４　通信端末側通信部
　３１６　情報格納部
　３２０　検出範囲調整部
　４００　氏名欄
　４０２　状態欄
　４０４　コール欄
　４０６　コールボタン
　４０８　メールボタン
　４１０　同報ボタン
　５００、５０２　管理領域
　５０４　非管理領域
　１５００　ＣＰＵ
　１５１０　チップセット
　１５２０　グラフィックコントローラ
　１５３０　メモリ
　１５４０　記憶装置
　１５４５　読込み／書込み装置
　１５５０　通信インターフェース
　１５６０　入力装置
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